
－ 5 －

〔参 考 資 料〕

由利本荘市教育の振興に関する施策の大綱

〔令和２年度～令和６年度〕

ふるさと愛に満ち創造性あふれるひとづくり

７ つ の 基 本 施 策

１ 地域力を活かした学校づくりと学校力を活かした地域づくり

２ 進取の気性を育む学校教育の推進

３ 生涯学習の推進と地域活動の活性化

４ 読書活動の推進と図書館機能の充実

５ 芸術文化の振興と文化財保護活動の推進

６ スポーツ立市の推進

７ 教育施設等の整備と充実

※大綱全文については５５頁に掲載

大綱策定の経緯

平成27年４月、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ 、地方教育行政に

おける責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに、地方に

対する国の関与の見直しを図ることを目的に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部が改正されました。

この改正により、教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置のほか、市長が「総

合教育会議」を開催することや、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱

を定めること（法第１条の３第１項）などが定められました。


